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島本町物価高騰対策商品券事業第２弾特定事業者（登録店舗）取扱要項 

島本町では、物価高騰の影響を受けている生活者及び事業所を応援するとともに、地域における

消費を喚起・下支えするため、全世帯に、町内の登録店舗で使用できる「みづまろくん物価高騰対

策商品券第２弾（みづまろ券）」を発行します。 

つきましては、登録店舗の皆様におかれましては、本要項を今一度確認し、適切な取扱いに努め

てください。 

 

１ 商品券事業の概要 

発 行 主 体 
島本町（店舗登録事務は島本町商工会に委託、換金等事務はアデコ株式会社ＯＳセールス関西

支社に委託） 

発 行 内 容 

⚫ 500円券×12枚（6,000円相当）のセット（Ａ３用紙１枚に印刷されている） 

内訳：地元再発見 500円×4枚、一般券 500円×8枚 

（詳細は２ 商品券の種類を参照） 

⚫ 全世帯に配布 

１人につき 6,000円 

※500円×12枚のセットを 1セット配布 

実 施 期 間 

登録店舗の募集   １月２０日～８月３１日（島本町商工会で受付） 

商品券の配布    ４月以降順次 

商品券の使用    ４月１日以降手元に届いた日～８月３１日 

（町内の登録店舗で使用） 

商品券の換金受付  ４月２２日～９月１６日（島本町ふれあいセンターで受付） 

 

２ 商品券の種類 

  地元再発見（赤色）：店舗面積５００㎡以上（駐車場除く）の店舗及びコンビニエンス

ストア以外の店舗で使用可能 

  一 般 券（青色）：すべての登録店舗で使用可能 

 

⚫ なお、次の品目は、商品券の利用対象外となりますので留意願います。 

①不動産や金融商品 

②たばこ 

③商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの 

④国税、地方税や使用料などの公租公課及び電気、ガス、水道料金等の公共料金 

⑤医療保険（処方箋を含む）や介護保険等の公的保険制度の一部負担金 

⑥その他町長が不適当と認めるもの 
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３ 商品券の取扱い 

⚫ 商品券は、額面 500 円券がＡ３用紙に１２枚印刷されており、ミシン目で切り取って使用する

こととなっています。地元再発見（赤）が４枚、一般券（青）が８枚となっています。 

⚫ 登録店舗は、商品券を持参した利用者に対して、令和８年４月１日～令和８年８月３１日に限

り、券面記載額に相当する物品の販売やサービスの提供等を行います。 

⚫ 登録店舗は、必ず商品券の使用期限日（令和８年８月３１日）まで商品券を取り扱い、物品の

販売やサービスの提供を行ってください。（期限内に廃業した場合や店休日を除く。） 

⚫ 消費者の商品券の利用限度額は、設けないものとします。 

⚫ 現金との交換・両替はできません。 

⚫ 商品券のみでお支払いの場合、お釣りは渡さないでください。 

⚫ 金券類（商品券、ビール券、図書券等）、プリペイドカードなどの換金性の高いもの、電子マネ

ーのチャージ及び宝くじ等の取引には利用できません。（※２の利用対象外商品を参照） 

⚫ 受領した商品券は、再流通を防ぐため、速やかに裏面に取扱店舗名を記載してください（ゴム

印可）。（既に裏面に店舗名が記載されている商品券は受取りを拒否してください。また、店舗

名の記載のない商品券は、換金請求時に受付できません。） 

⚫ 島本町以外が発行した商品券の取扱はできません。 

⚫ 商品券の色合いや材質が違うなど、明らかに偽造等が疑われる場合には、受取りを拒否すると

ともに、警察または役場に連絡してください。 

⚫ 受領した商品券は、換金請求まで取扱店舗で責任をもって保管・管理してください。 

⚫ 商品券の譲渡、売買、交換は禁止します。 

⚫ 盗難・紛失・滅失または偽造、模造等に対して、発行者（島本町）は責任を負いません。 

⚫ 破損した商品券は、券面右上の商品券番号が確認でき、かつ「島本町物価高騰対策商品券第２

弾」と確認できるものは取扱い可とします。また、セロハンテープ等で補修してあるものも取

扱い可とします。 

 

＜商品券の換金請求＞ 

⚫ 換金請求期間 令和８年４月２２日（水）～令和８年９月１６日（水） 

          ・毎週  水曜日・土曜日 

          ・いずれも１０時～１６時 

⚫ 登録店舗は、上記期間中に島本町ふれあいセンター３階（※）（島本町桜井三丁目４番１号）

に設置する商品券換金窓口に「使用済商品券」と「島本町物価高騰対策商品券事業第２弾換金

請求書（別紙参照）」を提出し、換金請求を行ってください。 

※前回までと商品券換金窓口の設置場所が異なりますので、ご注意ください。 

➢ 期限を過ぎての換金請求はできません。 

➢ 他の登録店舗の換金請求を代行することはできません。 

➢ 請求書は「地元再発見（赤）」と「一般券（青）」を分けて請求してください。 

➢ 換金請求は郵送でも可能ですが、郵送方法は「レターパックライト」に限ります。また、郵

送料は換金請求者で負担してください。 

⚫ 窓口休日（窓口が休みの日） 

・毎週日曜日、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 
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・島本町ふれあいセンター閉鎖日（現時点では該当日なし） 

・その他、気象警報の発令等により臨時休館となる場合があります。 

⚫ 請求額、使用済商品券の枚数を確認のうえ、登録申込時に指定した口座に金額を振り込みます。 

➢ 受付〆日は毎週土曜日、振込は請求週の翌々週の金曜日までに振込 

（例：５月１３日（水）に受け付けた請求分を５月２９日（金）までに振込） 

※カレンダーの状況、受付状況等により、振込日がずれることがあります。 

➢ 商品券の換金請求にあたり、振込手数料等の負担はございません。 

⚫ 一般券（青）のみ対象の事業所による地元再発見（赤）のチケットの換金は行いません。お客

様が間違って支払時に提出した場合は、一般券（青）のみ対象の店舗では地元再発見（赤）の

チケットを使用することができない旨ご説明願います。 

⚫ 商品券の裏面に店舗名の記載のない場合、換金請求時に受付できません。 

 

＜その他の留意事項＞ 

⚫ 同封の登録店舗ステッカーは、登録店舗であることが明確となるよう、見やすくわかりやすい

場所に掲示してください（店舗入り口、レジ横の２箇所に掲示してください）。 

⚫ 店舗の登録情報に変更があった場合は、速やかに島本町物価高騰対策商品券事業第２弾換金受

付窓口まで連絡してください。 

⚫ その他、島本町からの指示を遵守してください。 

 

＜問い合わせ＞ 

商品券の換金につい

ての問合せ 

（窓口営業日の１０

時～１６時） 

島本町物価高騰対策商品券事業第２弾換金受付窓口 

住所 ： 〒６１８－００２２ 島本町桜井三丁目４番１号 

     （島本町ふれあいセンター３階） 

電話 ： ０８０－９３２５－９１２７ 

ＦＡＸ： ０７５－９６１－６２９８ 

※窓口がお休みの日は＜商品券の換金請求＞に記載しています 

その他商品券につい

ての問合せ 

①島本町物価高騰対策商品券事業第２弾コールセンター 

電話 ： ０８０－９３２５－９１２７ 

     ０７０－７５４１－０８２５ 

②島本町役場 にぎわい創造課 

住所 ： 〒６１８－８５７０ 島本町桜井二丁目１番１号 

     （役場３階） 

電話 ： ０７５－９６２－２８４６ 

ＦＡＸ： ０７５－９６１－６２９８ 

※受付日時 ①・②いずれも月～金曜日の９時～１７時（祝日を除く） 

 


